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第１ 請求の受付 

 

１ 請求人 

八丈町   長谷川 眞 人 

 

２ 請求の提出 

平成２６年７月２５日 

 

３ 請求の内容 

（１）主張事実 

東京都は、平成２５年度市町村土木費補助事業において、八丈町工事件名ねぎ

ばな水壷線道路改良工事を実施した。 

  発注者 八丈町長 山下奉也 

  受注者 有限会社沖山興業 代表取締役 沖山建夫 

上記工事契約にある、残土処理工が済んでいないのに、受注者が八丈町に提出

した虚偽記載文書である、平成２６年２月２８日付けの工事完了届を検査員は検

査を怠り八丈町は受理した。 

本工事は契約を満たす条件が揃わないのに、揃ったように記載された文書で 

有る平成２５年度市町村土木補助事業（道路）実績報告書を東京都は受理した。

東京都土木費補助規程及び東京都補助金等交付規則に違反し、平成２６年５月１

５日に八丈町に対し東京都は当該工事費含む補助金の支出行為を行った。 

  事実として本工事は、平成２６年６月１４日で完了した。 

この事に関しては、八丈町と東京都は認知している。 

  本来であれば当該工事は、平成２６年６月１４日で完了したのであるから、本

工事に当たる補助金は、平成２６年度で処理されるべきであるが、平成２５年度

一般会計として処理されている。 

 工事受注者は残土処理をしないまま、いかにも済んだかのように装い工事代金

を受け取っている。 

 

（２）措置請求 

正当性のある、会計処理改善を求める。 
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４ 請求の要件審査 

本件請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４

２条所定の要件を備えているものと認め、監査を実施した。 

 

第２ 監査の実施 

 

１ 監査対象事項 

八丈町に対する平成２５年度土木費補助金の支出を監査対象とした。 

 

２ 監査対象局 

建設局を対象とした。 

 

３ 証拠の提出及び陳述等 

法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２６年９月４日に陳述の機会を設けた。 

請求人からの新たな証拠の提出はなく、請求人は本件請求の趣旨を補足した。そ

の際、法第２４２条第７項の規定に基づき、建設局の職員を立ち会わせた。 

また、平成２６年９月４日、建設局職員の陳述の聴取を行った。その際、法第２

４２条第７項の規定に基づき、請求人を立ち会わせるとともに、監査対象局職員の

陳述に対する意見の聴取を行った。 

 

第３ 監査の結果 

 

１ 事実関係の確認 

（１）土木費補助金について 

都では、東京都土木費補助規程（昭和３０年東京都告示第１８１号。以下「本

件補助規程」という。）を定め、都の区域内の公共団体（以下「公共団体」という。）

が行う土木事業に要する経費について、以下のとおり補助金を支出している。 

土木費補助金に関しては、本件補助規程に定めのあるものを除くほかは、東京

都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号。以下「本件交付規則」

という。）の定めるところによる（本件交付規則第４条）。 

ア 補助の申請、交付の決定及び補助通知書の交付 

     公共団体の長は、補助を受けようとするときは、その議会の議決書、工事設
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計書、工事仕様書及び図面を添えて、知事に申請しなければならない。知事は

その内容を審査し、適当と認めるものに対して補助を決定し、補助通知書を交

付する（本件補助規程第３、４条、本件交付規則第５、６条）。 

イ 検査、補助金の交付 

公共団体の長は、土木事業がしゅん功したときは、工事費清算書及び補助金

清算書を添えて知事に届け出なければならない。知事は事業しゅん功届があっ

た後、その事業について実地検査を行い、しゅん功認定の上、補助金を交付す

る。（本件補助規程第８、９条） 

ウ 補助の取消 

     公共団体が、①補助金を使用しないときまたは補助の目的に反して使用した

とき、②本件補助規程に違反したとき、③補助金交付の条件に違反したときは、

知事は補助を取消し、もしくは既に交付した補助金の全部または一部の返還を命

ずることがある（本件補助規程第１０条）。 

（２）本件請求に係る事業について 

補助対象団体（施行者） 八丈町 

補助対象路線 ねぎばな水壷線 

施行箇所 東京都八丈島八丈町末吉地内 

当該路線補助金額 １２，０００，０００円 

当該路線補助の交付決定 平成２５年８月１５日 

当該路線補助金額の確定 平成２６年３月３１日 

当該路線補助金額の一部取消 平成２６年７月３１日 

 

２ 監査対象局の説明 

（１）平成２５年度市町村土木補助事業において施工した「ねぎばな水壷線道路改良

工事」における都の補助金支出に関する事務処理の経緯 

都が行っている市町村土木補助事業は、市町村が実施している市町村道の新設

または改築に要する経費、補修に関する経費の一部を、市町村からの申請に基づ

き、都が補助金を支出する事業である。 

今回、八丈町が平成２５年度市町村土木補助事業において施工したねぎばな水

壷線道路改良工事（以下「本件工事」という。）については、平成２５年７月２９

日に同町が行った補助金の交付申請に伴い、都は平成２５年８月１５日付けで交

付決定を実施し、同町は工事に着手した。 
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平成２６年２月２４日に、関係書類、現場等の検査を行い、同年３月３日に「平

成２５年度市町村土木補助事業（道路）完了実績報告書」（以下「本件実績報告書」

という。）を受理した。その後、検査当日に確認できなかった書類等については、

同町より取り寄せ、本件実績報告書と併せて確認の上、適正なものとして処理し、

同年３月３１日に同町に対し、「補助金額確定通知」を通知して、同年５月１５日

に補助金の支出を実施した。 

これら都が実施した全ての処理については、本件補助規程及び本件交付規則に

基づき、適正に処理されている。 

（２）本件工事における全体の経緯 

ア 契約内容 

 同町が平成２５年度市町村土木補助事業において施工した本件工事は、平成

２５年８月１５日付けで都の補助金の交付決定を受け、同年９月１８日に契約

締結した工事であり、当該工事は、道路本体の改良工事と併せて、工事発生土

については同町が管理する建設リサイクルストックヤード（以下「本件ストッ

クヤード」という。）に搬出する契約内容となっていた。 

イ 工事発生土取扱変更 

平成２６年６月４日の同町からの報告によると、工事着手後、平成２５年 

１０月１日に工事請負業者が同町に対し、工事発生土を現場内に仮置きする場

所がないため、工事請負業者の設けた仮置き場に一時仮置きし、埋戻し・盛土

等完了後に本件ストックヤードに運搬したい旨の要望を行い、協議の結果、同

月３日に同町が承諾した。その後、平成２６年２月２４日に、工事発生土につ

いては、全量を本件ストックヤードへ搬出したとの報告書を工事請負業者から

同町は受領した。 

ウ 都の検査 

平成２６年２月２４日に、都は同町に対し、関係書類、現場等の検査を行い、

工事発生土の運搬については、全て搬出したとする記録書類を確認した。その

後、同年３月３日に本件実績報告書を受理し、検査当日に確認できなかった書

類等については、工事完了日以降に同町より取り寄せ、本件実績報告書ととも

に確認した上で、工事発生土の運搬を含め、本件工事は適正に完了したと判断

した（検査時においても、同町からは工事発生土の仮置きに対する協議につい

ての報告なし）。 

エ 八丈町の検査 
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一方、平成２６年２月２８日の工事完了に伴い同町が実施した完了検査にお

いて、工事請負業者より工事発生土の一部（約３００㎥）が未だ仮置きされた

ままであるとの報告があったが、同町からは工事請負業者に対し、早期に本件

ストックヤードに至急搬出するよう口頭による指示のみを実施し、検査を終了

させ、平成２６年３月３日に、本件実績報告書を提出した（この時点において

も、同町から都に対しては工事発生土の運搬が未完了であることについて報告

なし）。 

その後、平成２６年３月３１日に、本件交付規則に基づき、都から同町に対

し、補助金額確定通知を送付し、平成２６年５月１５日に補助金の支出を実施

した。 

オ 工事発生土の未搬出 

平成２６年６月４日に同町から報告を受け、工事発生土の一部（約３００㎥）

の搬出が未実施であったこと、及び同日から未実施分の搬出を開始しているこ

とを確認した。その後、同年６月１４日に全て完了したと同町より報告を受け

ている。 

なお、同町に対しては、同年６月１７日付けで、今回の件に関する経緯の報

告を求め、同年７月２９日付けで同町より文書による報告を受けた。 

（３）都としての対応 

今回、同町が平成２５年度市町村土木補助事業において施工した本件工事に対

し、都が行った補助金の交付決定、完了検査、本件実績報告書の受理、「補助金額

確定通知」の通知、補助金の支出については、全て本件補助規程及び本件交付規

則に基づき、適正に処理されている。 

しかしながら、同町としては工事発生土の一部（約３００㎥）の搬出が未実施

であるにもかかわらず、本件実績報告書を都に提出し、これに基づき補助金の交

付を受けたこととなり、これは本件補助規程第１０条及び本件交付規則第１８条

第１項に記載されている補助金決定の取消事由に該当すると判断される。 

そのため、都としては、平成２６年６月４日に同町より報告を受けた段階で、

早急に内容を精査し、未実施相当分については補助金を返還させるとの方針を決

定した。その上で、同年７月３１日に、未実施相当分について補助金の交付決定

の一部を取消し、同年８月２０日には未実施相当分における補助金について返還

させることとした。これにより、未実施相当分の補助金の返還については既に手

続きを完了しているところである。 
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なお、返還金については同年９月１２日を期限として同町から都に対して納付

されることとなっている。 

以上のことから、本件工事における都の市町村土木補助事業は本件補助規程及

び本件交付規則に基づいて行われており、会計処理は適正であると認識している

ため、請求者の主張は認められない。 

 

３ 判 断 

本件請求において請求人は、八丈町に対して支出した平成２５年度土木費補助金

の支出を違法・不当として、必要な措置を求めているものと解される。 

このことについて、前記事実関係の確認及び監査対象局の説明並びに関係資料の

調査等に基づき、次のように判断する。 

 

   本件工事に係る補助金支出の経過は次の（１）及び（２）のとおりである。 

（１）都の検査及び交付額の確定について 

平成２６年２月２４日に補助事業の実地検査として、都職員が関係書類及び現

場の検査を行った際、八丈町から工事発生土は契約書において八丈町が指定した

場所に搬出されたとする搬出車両記録が提示され、都はこれを確認していた。 

平成２６年３月３日付２５八建第２７号により本件実績報告書が提出され、平

成２６年３月３１日付２５建道建管第１４０９号により、補助金額を確定し八丈

町宛てに通知した。都は平成２６年５月１５日、本件工事分の補助金として 

１２，０００，０００円を支出した。 

（２）都の返還請求 

     平成２６年６月４日に八丈町から、事業が一部未実施であることが報告された。

都は八丈町に経過等の報告を求め、八丈町は平成２６年７月２９日付２６八建第

２７号により都に報告を行った。この報告によれば、①一部工事発生土が仮置き

場に残置されたままであり、そのことを八丈町は認知していたが、工事請負業者

に対し口頭で指示するのみであった。②上記事項について、都への報告を行わず、

工事完了の旨の本件実績報告を行い、補助金を受け取ったとのことであった。 

都はこの報告に基づき、本件補助規程第１０条及び本件交付規則第１８条第１

項に基づき平成２６年７月３１日付２６建道建管第６５１号により補助金交付決

定の一部を取り消した。 

また、本件補助規程第１０条及び本件交付規則第１９条第１項に基づき、補助
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金の返還及び違約加算金の支払いを八丈町に命じた（平成２６年８月２０日付２

６建道建管第６５４号）。 

 

以上のとおり、本件工事に係る補助金は、平成２６年５月には、八丈町からの事

実と異なる報告により未実施分を含めて支出されていたが、平成２６年７月の八丈

町の報告により事実を確認した後、本件補助規程及び本件交付規則に基づき、補助

金の一部取消及び返還命令の措置が既に行われている。よって、都の土木費補助金

の支出を違法・不当として、必要な措置を求める請求人の主張には理由がない。 

 

ところで、今回の監査において、補助対象団体である八丈町が工事の監督及び完

了検査等を適切に行わず、補助金交付手続を適正に行わなかったため、補助金が過

大に交付されていたことが認められる。よって、別項のとおり意見を付する。 

  

４ 結 論 

 （１）結論 

本件工事に係る補助金は、既に一部取消及び返還命令の措置が行われている。

よって、八丈町に対して支出した平成２５年度土木費補助金の支出が違法・不当

であるとして、必要な措置を求める請求人の主張には理由がない。 

（２）意見 

監査対象局においては、補助金の交付に係る手続の適正な実施に努めるととも

に、補助対象団体への指導を徹底されたい。 
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資料（請求人から提出された東京都職員措置請求書） 

 

東京都職員措置請求 

 

東京都建設局に対する措置請求の要旨 

 

１、請求の要旨 

 

東京都は、平成２５年度市町村土木費補助事業において、八丈町工事件名 

ねぎばな水壷線道路改良工事を実施した。 

発注者 八丈町長 山下泰也 

受注者 有限会社 沖山興業 代表取締役 沖山建夫 

 

上記工事契約にある、残土処理工が済んでいないのに、受注者が八丈町に提 

出した虚偽記載文書である、平成 26 年２月２８日付の工事完了届を検査員は 

検査を怠り八丈町は受理した。 

本工事は契約を満たす条件が揃わないのに、揃ったように記載された文書で有

る平成２５年度市町村土木補助事業（道路）実績報告書を東京都は受理した。

東京都土木費補助規程及び東京都補助金等交付規則に違反し、平成２６年５月

１５日に八丈町に対し東京都は当該工事費含む補助金の支出行為を行った。 

事実として本工事は、平成２６年６月１４日で完了した。 

この事に関しては、八丈町と東京都は認知している。 

本来であれば当該工事は、平成２６年６月１４日で完了したのであるから、 

本工事にあたる補助金は、平成２６年度で処理されるべきであるが、平成２５

年度一般会計として処理されている。 

工事受注者は残土処理をしないまま、いかにも済んだかのように装い工事代金

を受け取っている。 

上記事実に考慮した上、正当性のある、会計処理改善を求める。 

 

地方自治法第２４２条第１項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置

を請求します。 
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事実証明書 

 １、東京都及び八丈町から情報公開された文書の写し 

２、残土処理工未処理状況及び作業写真 

３、工事受注者 登記簿履歴事項全部証明書 写し 

４、指示書（東京都財務局）
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